
令和8年度

（定款第46条）

（定款第47条）

（定款第48条）

公益社団法人富山県獣医師会　組織図

総会（最高議決機関） 顧問及び相談役

（定款第13条） （定款第27条）

理事会（議決・執行機関） 監事（2名）

会 長 理 事 （1名）
（定款第21条）

副会長理事 （2名） 事  務  局

常 務 理 事 （1名）
（定款第49条）

小動物夜間診療事業
実  施  委  員  会

理事 （15名以上20名以内）

（定款第21条）
新  川  支  部

支        部
中  央  支  部

高  岡  支  部

災害時動物救護
対　策　委　員　会

ワンヘルス委員会

砺  波  支  部

小動物臨床部会

部        会 産 業 動 物 部 会

公 衆 衛 生 部 会

獣 医 師 道 委 員 会

委   員   会 狂犬病予防対策委員会


